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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の

規
定
に
よ
る
図
書
類
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）…
一

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
一

○
平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号
（
東
京
都
の
指

定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融

機
関
）
の
一
部
改
正
…（
会
計
管
理
局
管
理
部
公
金
管
理
課
）…
一

告

示
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
都
八
丈
島
近
海
漁
場
に
設
置
し
た
浮
魚
礁
に
お
け
る

漁
業
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
東
京
海
区
に
お
け
る
は
ご
釣
り
漁
業
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
二

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
七
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。令

和
七
年
十
二
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
三
五
六

雑
誌

Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ｏ

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ

Ｃ
Ｓ

Ｂ
Ｌ
シ
リ
ー
ズ

バ
リ
タ
チ
Ｎ
ｏ．

１
に
負

け
た
俺
が
ネ
コ
デ
ビ
ュ
ー

す
る
ま
で

五
五
九
六
二－

二
二

株
式
会
社
秋
水
社

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
八
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
野
市
川
辺
堀
之
内
土
地
区
画
整
理

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

日
野
市
川
辺
堀
之
内
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

三

施
行
地
区

日
野
市
大
字
豊
田
、
大
字
川
辺
堀
之
内
及
び
大
字
上
田
の
各
一

部
四

事
務
所
の
所
在
地

日
野
市
大
字
川
辺
堀
之
内
五
百
八
十
八
番
地
の
一

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

六

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

七

変
更
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
九
号

平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号
（
東
京
都
の
指
定
金
融

機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

三
の
表
㈠
の
部
株
式
会
社
八
十
二
銀
行
の
項
中
「
株
式
会
社
八
十

二
銀
行
」
を
「
株
式
会
社
八
十
二
長
野
銀
行
」
に
改
め
、
同
部
株
式

会
社
関
西
み
ら
い
銀
行
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
中
三
の
表
㈠
の
部
株
式
会
社
八
十
二
銀
行
の
項
の
改
正

規
定
は
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
同
部
株
式
会
社
関
西
み
ら
い
銀

行
の
項
の
改
正
規
定
は
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
四
号

東
京
都
八
丈
島
近
海
漁
場
に
設
置
し
た
浮
魚
礁
に
お
け
る
漁
業
に

つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

馬

場

治
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（
定
義
）

一

こ
の
指
示
に
お
い
て
「
浮
魚
礁
」
と
は
、
東
京
都
八
丈
町
が
八

丈
小
島
の
南
西
約
九
千
メ
ー
ト
ル
（
ア
ン
カ
ー
設
置
位
置
は
、
北

緯
三
十
三
度
三
分
十
八
・
三
七
秒
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
世
界
測
地
系

に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十
八
分
三
・
〇

三
秒
の
位
置
）
に
設
置
し
た
第
一
浮
魚
礁
を
い
う
。

（
浮
魚
礁
の
漁
場
範
囲
）

二

浮
魚
礁
の
漁
場
範
囲
は
、
次
の
㈠
、
㈡
、
㈢
、
㈣
及
び
㈠
の
点

を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
と
す
る
。

㈠

北
緯
三
十
三
度
四
分
一
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十
七
分
十

二
秒
の
点

㈡

北
緯
三
十
三
度
四
分
一
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十
八
分
五

十
四
秒
の
点

㈢

北
緯
三
十
三
度
二
分
三
十
六
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十
八

分
五
十
四
秒
の
点

㈣

北
緯
三
十
三
度
二
分
三
十
六
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十
七

分
十
二
秒
の
点

（
操
業
の
制
限
）

三

浮
魚
礁
の
漁
場
範
囲
に
お
け
る
操
業
の
制
限
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

㈠

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
操
業
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

㈡

令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
は
、
八
丈

支
庁
管
内
所
属
船
舶
に
よ
る
操
業
を
優
先
と
す
る
。

㈢

操
業
は
、
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
の
間
と
す
る
。

（
操
業
方
法
等
）

四

浮
魚
礁
の
漁
場
範
囲
に
お
け
る
操
業
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

㈠

操
業
方
法
は
、
ひ
き
縄
漁
業
及
び
一
本
釣
り
漁
業
（
か
つ
お

一
本
釣
り
を
除
く
。
）
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
れ
以
外
の
網
漁

業
、
は
え
縄
漁
業
等
の
操
業
方
法
は
、
禁
止
と
す
る
。

㈡

複
数
の
船
舶
が
操
業
す
る
場
合
は
、
互
い
に
連
絡
を
取
り
合

い
、
円
滑
か
つ
安
全
に
操
業
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

㈢

浮
魚
礁
を
基
点
に
、
そ
の
周
囲
を
旋
回
し
て
ひ
き
縄
漁
業
を

操
業
す
る
場
合
は
、
船
舶
の
旋
回
の
方
向
は
時
計
回
り
で
行
う

も
の
と
す
る
。

さ
お

㈣

ひ
き
縄
漁
業
を
操
業
す
る
場
合
は
、
ト
ッ
プ
竿
の
使
用
は
禁

止
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
元
船
舶
は
、
か
つ
お
以
外
の
操
業
時

に
限
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

五

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
五
号

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
は
ご
釣
り
漁

業
（
こ
ま
せ
袋
を
備
え
た
「
は
ご
」
を
使
用
し
、
た
い
、
ひ
ら
ま
さ
、

か
ん
ぱ
ち
、
し
ま
あ
じ
、
い
さ
き
、
う
め
い
ろ
及
び
あ
か
は
た
を
釣

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七

号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
制
限
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

馬

場

治

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
が
漁
業
調
整
上
特
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

㈠

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業
（
東
京
都

所
属
船
舶
に
つ
い
て
は
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を

使
用
す
る
操
業
）

㈡

夜
間
（
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
の
操
業

（
承
認
操
業
）

二

大
島
、
利
島
、
新
島
（
鵜
渡
根
島
及
び
地
内
島
を
含
む
。
）
、

式
根
島
、
神
津
島
（
恩
馳
島
及
び
銭
洲
を
含
む
。
）
、
三
宅
島

（
大
野
原
島
を
含
む
。
）
、
御
蔵
島
（
藺
灘
波
島
を
含
む
。
）
、

八
丈
島
（
八
丈
小
島
を
含
む
。
）
、
青
ケ
島
、
ベ
ヨ
ネ
ー
ス
列
岩
、

須
美
寿
島
、
鳥
島
及
び
孀
婦
岩
の
各
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千

五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
三
ト
ン
以
上

の
船
舶
を
使
用
し
て
こ
の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

の
と
お
り
、
船
舶
ご
と
に
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

㈠

承
認
隻
数

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
隻
数
の
最
高
限
度
は
三
百
五
十
隻

と
し
、
都
県
別
の
隻
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

東
京
都

百
六
十
隻

神
奈
川
県

八
十
隻

千
葉
県

四
十
隻

静
岡
県

五
十
二
隻

そ
の
他
の
県

十
八
隻

㈡

承
認
を
し
な
い
場
合
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ア

申
請
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
当
該
漁
業
の
経
営
を
支
配

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ

漁
業
関
係
法
令
又
は
漁
業
秩
序
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し

く
欠
く
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ウ

前
年
度
に
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合

エ

そ
の
他
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
場

合

（
承
認
書
の
備
付
け
及
び
操
業
旗
章
の
掲
揚
）

三

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
、
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
、
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
所
持
す
る
と
と
も
に
、

委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
旗
章
を
掲
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

四

次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ

る
。

㈠

承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
操
業
を
指
揮
し
て

い
る
と
き
。

㈡

承
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

㈢

委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務
）

五

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
九
年

四
月
三
十
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告
書

を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
疑
義
が
あ
る

場
合
、
委
員
会
は
、
追
加
の
関
係
書
類
の
提
出
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
遵
守
事
項
）

六

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
漁
業
調
整
上
委
員
会
が
必
要
と
認
め
、
指
示
し
、
又
は
指

導
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

七

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

八

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。
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